
京都市告示第   号 

 平成１１年３月２９日京都市告示４０２号（有料公園施設の供用日及び供用時間）

の全部を次のように改め，平成２５年１１月１１日から施行します。 

  平成２５年１１月１１日 

京都市長 門 川 大 作 

「 

有料公園施設の名称 供用日 供用時間 

岡崎公園野球場 1 月 4 日から 12

月 28 日まで 

午前 8 時から

午後 7 時まで 

岡崎公園テニスコート 同上 午前 8 時から

午後 9 時まで 

一乗寺公園野球場 同上 午前 6 時から

午後 7 時まで 

岩倉東公園野球場兼運動場 同上 午前 8 時から

午後 7 時まで 

朱雀公園野球場兼運動場 同上 午前 6 時から

午後 7 時まで 

東野公園野球場 同上 午前 8 時から

午後 7 時まで 

勧修寺公園野球場兼運動場 同上 午前 6 時から

午後 7 時まで 

勧修寺公園テニスコート 同上 午前 8 時から

午後 7 時まで 

殿田公園野球場兼運動場 同上 午前 6 時から

午後 7 時まで 

吉祥院公園野球場 同上 同上 

吉祥院公園球技場 同上 午前 9 時から

午後 9 時まで 

上鳥羽公園野球場 同上 午前 6 時から

午後 7 時まで 

桂川緑地久我橋東詰公園第 1 球技場 同上 同上 

桂川緑地久我橋東詰公園第 2 球技場 同上 同上 

桂川緑地久我橋東詰公園第 3 球技場 同上 同上 

桂川緑地久我橋東詰公園運動場兼ソフ

トボール場 

同上 同上 
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有料公園施設の名称 供用日 供用時間 

桂川緑地久我橋東詰公園テニスコート 同上 午前 8 時から

午後 7 時まで 

西院公園テニスコート 同上 午前 8 時から

午後 9 時まで 

牛ケ瀬公園野球場 同上 午前 6 時から

午後 7 時まで 

小畑川中央公園野球場兼運動場 同上 同上 

小畑川中央公園テニスコート 同上 午前 8 時から

午後 9 時まで 

三栖公園野球場 同上 午前 6 時から

午後 7 時まで 

三栖公園テニスコート 同上 午前 8 時から

午後 7 時まで 

下鳥羽公園球技場 同上 午前 9 時から

午後 9 時まで 

伏見公園野球場兼運動場 同上 午前 6 時から

午後 7 時まで 

伏見桃山城運動公園野球場 同上 同上 

伏見桃山城運動公園野球場兼運動場 同上 午前 6 時から

午後 9 時まで 

宝が池公園子どもの楽園有料駐車場 同上 午前 9 時から

午後 4 時 30 分

まで 

                                     」 

に改めます。 

（文化市民局市民スポーツ振興室） 


